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賃　貸　借　契　約　書 



（案）

情報系ネットワークシステム機器賃貸借契約書 
 

  廿日市市（以下「発注者」という。）と○○○○（以下「受注者」という。）とは、次のとおり賃貸

借契約を締結した。 
（目的） 

第１条  受注者は、発注者に対して、情報系ネットワークシステム機器賃貸借仕様書に掲げる機器（以

下「貸付物件」という。）を発注者に貸し付け、発注者はこれを借り受けることとする。なお、受注

者は以下の条項において規定するものの他、この契約の履行について責務を負うものとする。 
  （契約保証金） 
第２条  発注者は、受注者に対して契約保証金の納付を免除する。 
  （賃貸借の期間） 
第３条  賃貸借の期間は、令和８年１１月１日から令和１３年１０月３１日までとする。 
２　前項の規定にかかわらず、令和９年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の減額又は削除

があった場合は、発注者は、本契約を変更、又は解除することができる。 
３　賃貸借期間満了の１月前までに発注者が再賃借を申し出た場合は、賃借期間満了後１年間以上の

再賃借が可能であること。また、その際の月額賃貸借料は、「月額賃貸借料（保証に係る費用を除く）

の１０分の１以下の額」とすること。 
  （検査、納品期限） 
第４条  受注者は、仕様書に定められた設置等の作業を完了させ、発注者の検査を受けるものとする。 
２  前項の作業に要する経費は受注者の負担とする。 
（賃貸借料） 

第５条　本契約における賃貸借料は、○○○○円（内消費税及び地方消費税○○○○円）とし、別紙

支払内訳表のとおり、初回は２か月、その後は３か月毎とし、最終月は４か月となるその期間の満

了後の賃借料を発注者に請求するものとする。 
２　発注者は、適正な請求書を受領して３０日以内に支払うものとする。 
  （遅延利息） 
第６条　発注者は、前条に規定する期限までにその賃貸借料を支払わなかったときは、その遅延した

日数に応じ、支払うべき賃貸借料の額につき年３．０パーセント（政府契約の支払い遅延防止等に

関する法律第８条第１項の規定に基づき定められる政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率が改

正された場合は、当該改正された後の率）の割合をもって算出した金額を遅延利息として受注者に

支払わなければならない。 
（契約不適合責任） 

第７条  発注者は、契約内容に適合しないものを発見したときは、その事実を知った日から１年以内

に限り、受注者に対して損賠賠償を請求することができる。 
（公租公課） 

第８条　賃貸借期間中の公租公課については、受注者の負担とする。 
（貸付物件の部品交換等） 

第９条　発注者は、受注者の承諾を得ないで、貸付物件の部品を交換し、又は原型を変えるような行

為をしてはならない。 
  （権利譲渡等） 
第１０条　発注者又は受注者は、この契約によって生じる権利、もしくは義務を第三者に譲渡し、又

は承継させてはならない。 
  （個人情報の保護、秘密の保持） 
第１１条  受注者は、この契約の履行にあたって知り得た発注者の業務上の秘密を外部に漏らし、又

は他の目的に利用してはならない。 



（案）

２　受注者は、この契約の履行するため個人情報を取扱うに当たっては別記「個人情報取扱特記事項」

を守らなければならない。 
  （契約の解除） 
第１２条  発注者、受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解

除することができる。 
(1)　受注者がこの契約に違反したとき。 
(2)　この契約の履行につき、受注者に不正の行為があったとき。 
(3)　受注者が、正当な理由がないのに発注者の指示に従わないとき。 
(4)　発注者が賃貸借料を支払わなかったとき。 
（貸付物件の返還） 

第１３条  発注者は、賃貸借期間が満了したとき及びこの契約が解除されたときは、貸付物件を速や

かに返還するものとする。 
  （損害賠償） 
第１４条  発注者又は受注者は、自己の責に帰すべき理由により相手方に損害を与えたときは、その

損害を賠償しなければならない。 
  （善良な管理者としての義務） 
第１５条  発注者は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件を管理しなければならない。 
（疑義の解決） 

第１６条  この契約に定めのない事項で必要がある場合又はこの契約に定める事項について疑義が生

じた場合は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。 
（管轄裁判所） 

第１７条　この契約に関する一切の紛争については、広島地方裁判所をもって第一審の専属的合意管

轄裁判所とする。 
この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名・押印をして各自そ

の１通を所持する。 
 
   　令和８年　　月　　日 
 

　　　　　　　　　発注者　廿日市市下平良一丁目１１番１号 
　　　　　　　　　　　　　廿日市市 
　　　　　　　　　　　　　代表者  廿日市市長    松　本　　太　郎 
 
　　　　　　　　　受注者　○○○○ 
　　　　　　　　　　　　　○○○○ 
　　　　　　　　　　　　　○○○○ 

  

 



別表「支払内訳表」
単位：円

年度 税抜金額 消費税額 税込金額

2026年11月 ～ 2026年12月

2027年1月 ～ 2027年3月

2027年4月 ～ 2027年6月

2027年7月 ～ 2027年9月

2027年10月 ～ 2027年12月

2028年1月 ～ 2028年3月

2028年4月 ～ 2028年6月

2028年7月 ～ 2028年9月

2028年10月 ～ 2028年12月

2029年1月 ～ 2029年3月

2029年4月 ～ 2029年6月

2029年7月 ～ 2029年9月

2029年10月 ～ 2029年12月

2030年1月 ～ 2030年3月

2030年4月 ～ 2030年6月

2030年7月 ～ 2030年9月

2030年10月 ～ 2030年12月

2031年1月 ～ 2031年3月

2031年4月 ～ 2031年6月

2031年7月 ～ 2031年10月

対象月

合計

令和8年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

令和12年度

令和13年度



別 記 

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人の権利利益

を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（収集の制限） 

第３ 受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必

要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（目的外利用・提供の禁止） 

第４ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の

目的以外に利用し、又は提供してはならない。 

（適正管理） 

第５ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の

適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（特定個人情報の適正管理に係る届出） 

第６ 受注者は、業務が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以

下「番号法」という。）第１０条第１項に規定する個人番号利用事務等（以下「個人番号利用事務

等」という。）である場合には、第５の規定により講じた措置のうち特定個人情報の安全管理に係

る内部の組織体制（以下「組織体制」という。）の整備及び当該特定個人情報の取扱いに従事する

者（以下「特定個人情報取扱従事者」という。）の指定の状況について、あらかじめ別記様式によ

り発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も、同様とする。 

（従事者への周知及び監督） 

第７ 受注者は、業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、在職中及び退職後におい

て、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しては

ならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られる

よう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

（個人情報の持ち出しの禁止） 

第８ 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に

定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。 

（複写・複製の禁止） 

第９ 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情

報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（業務の再委託） 

第１０ 受注者は、発注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせること

（以下「再委託等」という。）をする場合には、再委託等の相手方にこの契約に基づく個人情報の

取扱いに関する一切の義務を遵守させるとともに、再委託等の相手方との契約内容にかかわらず、



発注者に対して再委託等の相手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 

第１１ 受注者は、発注者の承諾を得て再委託等をする場合には、委託する業務における個人情報の適

正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者

から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 

第１２ 受注者は、再委託等をする業務が個人番号利用事務等である場合には、再委託等の相手方の組

織体制及び特定個人情報取扱従業者の選任の状況について、あらかじめ別記様式により発注者に届

け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も同様とする。 

（資料等の返還等） 

第１３ 受注者は、業務を行うために発注者から引渡しを受け、又は自らが収集した個人情報が記録

された資料等（発注者の承諾を得て複写又は複製したものを含む。）をこの契約の終了後直ちに発

注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、この限りではな

い。 

（取扱状況の報告及び調査） 

第１４ 発注者は、必要があると認めるときは、業務を処理するために取り扱う個人情報の取り扱い

状況を受注者に報告させ、又は随時、実地に調査することができる。 

（事故発生時における報告等） 

第１５ 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、

速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この場合において、受注者は、発注者

から立入調査の実施を求められたときは、これに応じなければならない。 

（損害賠償） 

第１６ 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）

のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。 


